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メアリ • ウルストン■クラ一フトの伝記につI 、て

してそこに熱烈な序文Pす げ Memoir to Mary 
Wollstone&raft's Letters to Imlay、1 8 7 9 .を書いている。

ゴドウィン以後において，メアリについてcp本格的 

な， しかも女性の手になる最初の伝記は， Elizabeth 
, Robins Pennell, Mary Wollstonecraft Godwin, in 

Eminent Woman Series, edited by John H* Ingram, 
1 8 8 5 .であった。これは，主にゴドウィンの「思い出」

と• ’ポ一ルの「ウィ \ )アム • ゴドウィソ」とイムレイ 

への書筋集につけた序文により，メアリの著作とその 

時代の研究によって補ったものである6 これは初めて 

メアリを女性解放思想として評価しようとしたもので， 

「女性の権利擁護j の後版 （in England, by, Mrs. Henry 

Fawcett, 1891，in America, by Mrs. Pennell, 1892) を出 

すのに貢献したが，ポ一ルの書と问じくやや弁護論的 

過ぎて, 1 “ヴィクトリア時代にお好るメアリ•ウルスト 

ンクラーフドの崇_ 者たちの見方は非常に高尚なので， 

やや靈の上の亦在にしているのではないかと疑わなけ 

- れげならない, ” といわれている。

7

' ウルストンクラーフト研究にあたっては，著作や伝 

記と並んで道要なのが彼女をめぐる手紙である。メア 

リは手紙をよく保存していたようで，彼女のもとへ来 

たものだけではなく，他人にあてた毛のも返却されて 

•持っていた。ゴドウィソはメ 7 リの死後「逍稿集」に 

よって“メアリがイムレイに宛てて書いた一連の苦闘 

め手紙を公開した师に，彼は序文において，この街简 

集 は ‘これまでに世に見られた感怡と情熱の言葉の中 

でも，最も素咕•らしい例を含んでいることがわかるで 

.あろう，と論じた/ だが当!^は恋文を公表するという 

'例はあまりなかったし，亡き棄の先夫に対する手紙を， 

.しかも先夫の生存中に発表したために世の非難を招い 

たことは, ] H丨J述したとと^)である。この中には，イム 

レイに宛てた手紙7 7 通 , ジa ンスンに当てた字紙16 
:通が含まれていて，そのうち，イムレイに宛てたもの 

’は，Letters to Gilbevl Imlay with Prefatory Memoir by 

C U a u l としてt l 879年とWO8 年に再ひ*出版された。

ゴドウィンとメアリの間の手紙は,二人の思想家の 

間の愛惝の交流というばかりでなく,結婚後も別屈し

注(27) ‘ G, R. Prcedy, op. ciLt' pt 310.
(28) Gddmn & Afaryt ed. by U, M* Wardlc, 1967, p.
(29) Ibid” p. 7.
(30) Ibid” pp. v-vL 

' {31) Ibid., p，vi‘

—  44(396)

て通信をかわしたという特異な事情からしても興味深 

いものである。ウォードゥルによれば，.4‘彼自身の.メア. 
リへの手紙, 彼への彼女の手紙を，彼は発表しなかづた4 

.しかし，そ© 手'麵ほ多..くめ読者.にとっそ，ィム'レイへの 

手紙以上に感動的なごとは她かであろう。というのは, 
それらのうちに，空しぐ叫んでいる一つの声ではなぐ, 

親しく言葉を交わしているニつの声一一二人の全く遠 

った人，共に生まれつき独立心が強く，共に個人主義的 

で，しかも努女の間の您愛がまさにそうあるべきもの， 

す：̂わち火のよらな情熱の瞬間によって高められた 

優しいいぢわりと互いの尊敬をことごとく含んだ恋愛 

を除々に深め'o っある二人の一を聞く  ニ人q 人間を， 

一対の未婦にとかす恋である’，。だがゴ ドウィゾは， 

二人の問の手紙162通を公表せず，ウォードゥルによ 

れば,日附を入れその順〖こ揃えて保存した。ゴドゥィ 

ンの死後，これは娘のメアリ. シ i リの手に移り，そ 

. の死後はその子のPercy S h e lleyのも.とへ移り，さ.ら 

にその死後は，これは兰つの部分に分かれて，ニ*部は 

Bodleian Library .へ，他の一部はP e r c y の相続人.に 

移ってから,Bo#丨cian Libraryへ , . .残りはLady.Sh6lley 

のめいで5 (11： A binget卿の毋であるBessie Florence 
(Gibson) Scarlett，の .もとへ納められた。 この第三番目 

のものは，手狨とゴゼウインQ 日記からなり.現在で 

は 8 世 A bihger卿の家であるCleea H a llに保存され 

て、冬。ただしゴドウィンが持っていた160通のうち 

で，9 通は Abingor卿の ..コ_レクシヨンからなく.な.って 

おり，また番号も日附もないものが2 通右) る。 .

これらのうちで, 3 2通は, しばしば不JH確ながらも 

ポールの書発表されており，、4 0通以上が,部分的な 

ものを食やセ，ウオ一ドゥ.ルの .〔•メアリ，ウルス,ト.ンク 
ラ一フトj の中に含ま'れている。またいぐつかはK. N. 

Cameronの編集したShellep and his C irc leの中にも 

ポされている。..だが1967',宇に至って，Godwin & Mavy, 
Letters of William, Godwin and M ary Wollstonecraft, 
edited by R^Iph M. "V^ardleが出版されて/初めて公 

表される7 6禅を含め， Z1み の 書 節 は そ の 峑 藐 を ' 

明らがにした。“それ咚燎くべき完全な通であって. 
いくつかの伝記的研究と共に,とこにウルストゾクラ 

ーフト研郊の新しい段階が始まったといえよう•

7.
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海外における1法人!税転嫁の実証分析

K - Mモデルの西ドイツとインドにおける適用 .

古 田 精 司

ま え が き

Krxyzaniak & Musgrave .が共同' 開発した法人税. 

転嫁分析のための計量モデルは，当然のことながらま 

ずかれらの母国であるァメリ力め製造業を中心として 

適用された。っt 、で筆者により同モデルはわが国の製 

造業を中心として適州された。 しかし同モデルはi]lに 

日米にとどまらず西ドイツおよびインドにおいても適 

用されるに利っている。ことでは前半で西ドイツにお 

ける同モデルの適用結巣を，後半で同じくインドのそ 

れを紹介し，併せて日米における適用結果との異闶1  

比較 • 吟味するととを目的とするi したがって論点の 

中心はモテつレ自体よりも推宠結來そのものの：̂合性に 

おかれることになろう。

(1) 西ドイツ法人税の発展と転嫁分析
い ' . '

西ドイツの法人税辟嫁に関する実証分析はァメリ力 

のロスカンプ（KarlW. Roskamp)により実施された。 

かれはKHVIモデルを西ドイツに適用するに先立って，

戦 後 （I949〜1%2年）における西ドイツ法人企橥の発展 

を素描しているので，ことでは転嫁分析に関迚するか 

ぎりでの西ドイツ法人課税制度の特質を若干補足を加 

えながら要約して却こう。

ロスカンプによると；戦後の西ドイツ法人企業は総 

% とそ2100から2400の間の変動に留まったが，その発 

展は著しく急激であった。法人企業の高度成長を総资. 

産額でみると, 1949年に総数 2 0 6 1の法人企業が264 
億マルクを保有していたが, 1962年には 1933の法人 

企業が 1奶3 億—ルクを每有するに到った。 同じく商' 

已資本額についても168傯マルクから474億マルクへ 

と著しい梢犬を示している。种利潤も戦後しばらくは 

税法上の優遇措® も手伝って比較的低位に留まったが， 

I962年には総数1933の法人企業で33億マルクの水準 

に速’した。 法人企柒による減価潰却弓 |当金額も i949 

年では I5 倍マルクにすぎなかったが，1962年には93: 
億マルクにまで违し，これは資本ストツクの生産性を 

維挣するために更新投资がV、かに急激に行なわれたか. 

を物語ってい,る。 . '

ところで問題は西ドイツ法人企業が支钇った法人税 

額である。西ドイツ速邦統許局の調杳によると，法人

注（1 ) 木搞の月的は四ドィツおよびィンドに適用されたK -M モデルの袖定姑果の紹介ならびに批判および日. 米の去れと. 
の比較にある。西ドイツの転嫁推定に閲しては，' KarL W. Roskamp, "The Shifting of Taxes on Business Incdhie； 
*The Case of West German Qorfiofations,，’ Nat. Tax. J,, Sept. 1965,18, 247-57，インドのそれに関しては，Gurdiarart 
S. Laumas, “The Shifting of the Corporation Income T^x—A Study with Reference to Indian Corporations, 
Public Finante/F.R, No. 4/1966, 462-73を参照。K-Mモデルの構成および論理構造の詳細については，M. Krzyzaniak 
& R.A. Musgrave〔4〕，または成丨丨丨姑巧〔1〕を参照。本稿では転嫁キデルのポイントにのみ触れるに留めた。なおK-Mモ 

デルは力ナダの毕人税転嫁分析にも適用され完全転嫁という帰結を導出しX ぃるがここではとり上げなかった4 B.G. 
Spencer, “The Shifting of the Corporation Income Tax in Canada/* Can. J. £fcon.,.Fob. 1969, 2, 21-34 参照。

. …（2 ) ’ 西ドイツ法人税法によると，企舉形脑別に，資本会社(Kapltalgeaellschaft), 株式会社(Aktiengfesellschaft), 株 

式合資 1会社 (Kommanditgesellschaft),朽限3父任会社(Gesellschaft mit boschrankter Haftung) 等が法人税め納税 

教務が課せられる《 これに対し個人企業，合名会社(Gestillachaft 6丨tier oflfonen Haiidelsgeeellschaft〉，合資会ネヒ 

(Kommanditgesellschaft)等には所沒税が課せられる• A, lU d ler〔6〕p； 5 0 ,佐藤進〔8〕p. 187.参照，

. .  . . . . : ^  45 W )  -~ ~ - : . . .

料
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海外における法人税転嫁の実証分析
税および法人財迎税は1949年では11億マルクであっ 

_たが，1%2 年には 6 6 億マルクに逹した。.とれらの税 

額の内訳はつぎのとおりである。（a)法人所得税，（b)ベ 

ルリン緊急援助賦鄲金（Notopfer Belrin), (c)営業税 

(Gcwerbesleuer), (d)財産税，（り未励產税， （f)相続税，

. ::.(g)食担調盤税（Lastenausgleich)。 もちろん戦後の教該 

期間においてべルリン緊急援助赋課企が;廃ルされナこり，

法人&率も営業税率も変勁しており種々の変遷を莆ね 
ている。

ロスカンプによると転嫁分析との関連で最も障窖と 

なるのは，西ドイツ法人企業が所得税と財産税とを1 

項丨:丨K  L X 公表し.て\ 、.る点である。.このよ:うな.デ— .タ 

の制約からすると，西ドイ7 においては「法人税」プ 

ロパニの転嫁分析を試みることはできないし.， K -M 

钇よるナメリ力の法人税転嫁分析の掃結とも!:匕較する 

こともできない。そこでや’なく西ドイツでは法人税 

と法人財產税を一括して転嫁分析を試みることに落ち

ついた。

⑵ 西 ド イ ツ に i i 用された 

K - M モデルのタイプ

. . K- M モデルを西ドイツに適用するに当って， 口ス 

力ンプほそれが混合資本主義經済に卸ける法人企業を 

対象とする成で基本的には行動型の類似性を前提とす 

るが,，なお若干のモデルの特定化の必要を認めてい

' はじやに西ボイ.ッ法人企寒の法人税転嫁について検 

証さるべきは，企業は粗（税込み）収益率 Yfftを仮説

注（3 ) 西ドイッの法人税卿麵はわ梢およびァメ y 力と類似の経過をたどっている。 i 次大戦前では4 パー 

’ セントの低本であったが戦後は20パ- セントfc高まり，さらに第2 次大戦中の55パ」セントから占領下には最高65パ 
- セントにまで引上げられた。 . ' 1 ：

P ス-力ンプの_ _ 剛こつし、て>、えば，1948年にこれまでの段陪税率が酿され5 0パーセントの比例税率となっ.た 

: とかビ 9, 年には一般法人卿は6 0パ- セント，肥分にっいては3 0パ- セントの赚游が適，nされた。 顧*年に 

' . ト 侧 辟 は 4 5パ— セントにリ丨下げられたが，配 讓 課 W は据讀かれナこ。そめ後/ 脑印の大税制改 J Bこおい〜 

ニ = てトに引上げられ，配当分に対する税料1 5パーセントに引下げられた。いずH にせょ戦後の税制改 
.止て.税柄幾度ひかかわっているが， 5 0パ- セント内外の水軸維持され, 決して戦前水準に]ろうとじないことは確 

ト： '誠でき:.る。。い■. '：：'.丨： *■

，お围年以降について法人税の灾効税率を卿すると乳。7パ— ゼント，それに啻雜 ( との税_ 各市• _ に j-り 

m t ) j かつ所得以外に資座，r n ' i m m m m m t し扪金筇入も認められている〉’を加えて試筇ナると舶ぷパ-セ 

ン.トと娜られている4 m m 〔8〕p p .  177- 98；細 . 武f f | 〔l Q T p p ‘ 40-2, 咖 誠 杏 会 〔1_ 104参Iを 〔'....ぶ.': 

⑷ , f の行酸説は K - M モデルの提示した2 つ の 行 麵 説 （モデルA とB ) のぅ.ちモ，デル入を« してG  M  K r a y -  

: • •  — W c & ：R . A .  M u s g m v o 〔4〕p p .  25-7,参照, こればもが闽およぴイ:ンドめゲム夫につも同じであるぺ：

( 5 ) かれの織した鳴式はK--MモデルAの翻である• ただし//CVについては原型では犯ィ“ グがついてい 
る。IH*米ではラグつき. , |四ドイツ、インド,では:ジタなしとぃぅ麵伽：秘めら.れ^ . ，• . . ，

的な課税のないばあいの収益傘Y 9 よりも法人税‘財 

虛税のぁぶ割合だけ把加するという行動波説で 

あるとする。これが意味するところぼ次式で表わされ

る' . ぐ . , ,  v ぺ ‘ ■
⑴ Y di'-Y0=zaLi ....し .，''.'

すこすこしL t は泣人税*財座税を総資本で除した比率で 

ある。⑴式から次式がえられる。

⑵ 如 ！̂ ;

こ芦で"ゲ’ について2 つの値をとりうることが考えら 

れる。

Yflr=L/ a —1

Ygt— Yg=Q . ご a ~ 0

橥 1 <bケースでは，課税後の狃収益率はしだけ梢大 

する。 a = f l であることから， 法人税 • 財產税は 100 
パーセント転嫁されることになる。 a：= 0 で斧れば. 

法人税 .•，.財座税の.転嫁はゼ‘p とみなしケる■こ.‘とになる. 
もちろんくV ’がとりうる値は0 と 1 だけでなく任意の 

値をとることは中すまでもない。 ,

かくて係軟a が転嫁尺度と:して選ばれた。づぎの問 

題はいかにして係数aを推记するかにある。.ロスカン 

プはK - $ モデルの特定化として次式めごと含回婦式 

を選択し^。

v(3) Y gt t：ao4 (tiJCi-f a2Vt_i +  ft3Jt + a^Gt+ asL； +  U(
各変数の意味するとこ、ろはつぎのとおりである。.

Y gi 法人部門の総資木粗収益率へ 

ボ ン G N Pに対する民間消費安出の比本の塯分 

Vt—S '売上に対する在庳の比率， 1 期め遅れ 

J* G N P に対十る法人課税以外の全政府の耝税

つrぺ

•. rt
. . . . . ，.■ : ... . , ' . : • ス..:、钱

t康 乃 ’洛 V兵 :ュ' 定先■(俄 :紋 热 は 球 ^ 这ぞf t久 碟 ベ ネ 免 ダ ''热 俗 5>敲な3；

海外における法人税転嫁の樊証分析

，丨州役向けの全政府支出の

の比率 

G( G N P に対する財

• 比 率 丨'

U  . 総資本に対する法人税•財虛税の比枣,総資本 

は出己资木プラス利払いつき負債と记雜す(1>。 
U 確率変数

a , 推52さるべきパラン“ タ一 (ゼ=0,  i.  “ ‘K) 
⑶式においヤ変数しをゼロと知けば,他の郭情に 

して等しいかぎり，課税がないばあいの仮説的粗収益 

率の推宠値をうることができる。 2 つ0 資木収益 

率，す な わ ち と Y g を比較することにより法人税 

の街嫁度を推論することが4 能となる。阅帰式⑶にお 

ける係数a が⑵式におけるV * に等しいこと’は叨らか 

である？そこでK M モデルにおける転嫁度は，冋帰 

.式⑶にぉける係数a 5.iによ..り直後り' ぇられ•」これによ 

り分析は非常f 容易となる。: ■ '

ロスカンプゆことでK “ ]Mjモデルに対じ第1 のモデ 

4 フイ.ケニショ丨ンを加える。•：かれによると，法人税の 

姐換から考えて経済に与える課税の衝搫は與小とはV v 

えず，それは [他の市情にレて等しいj  t いう仮定 

(a ceteris paribus assumption)丨を稷えすこ..とに丨なる•.，.そ 

れゆえ⑴式のポ1 次階差を用うるのがより現实的であ 

ると着える。，こ:のばあい課税額の变化ビよる丨粗収益率 

の短期的変化を推矩するととが可能となる。‘そこで⑵ 

…式から .レ ?

' AYgl- A tb : . , . '(4) a s~
AU

;ただしJY夂は納税義熟額の凌化A U のナこめ:に生じた 

;粗収益率の変化である/ JY丨はしになんら•の変化も 

.；なかったばあし>の粗収益率め変化でも。 ;ことでも 

：« 5 は法人税6 転嫁度を意味する。•.それゆえ;ことでは 

■ a s と 的 .の両者について推考が試'み’.ら;^る。.丨 

' 第 2 のモデイフイケーシーンはKごM が用('た操作 

;变数Z \ の代わ:りに， 四'ドイツのケースでは誕効税字 

j Z V w すなわち:法人辑•財遍税総額を前年度の粗利潤 

丨で除した値を適用するとこ_ にある。史効税率を適用 

丨'することの意義は，四ドイ六では前述のようk 法人税 

; 1 本ではないため理想的操作変数としての法乎均税 

率を適用できないためと1いえIる。冬(0嵩味では次膂の 

::策' ' しかない。. ，けれ.ども.ロス力.ンプの独調す!るよ■.うに,

1 期のラダをつけるならば転嫁分析に: 1 つの新しい视 

点を提供することになろう，かれによると，⑶式は税 

負III回収に関連する経常者の意志決定により.組収益 

率もある程设影響されることを意味する。そO ばあい 

西ドィッの経営者は，複雑な租税揩造を前提とすれ 

ば，突効税率を茈轆として転嫁活動を決定するであ 

ろうから，目安‘となるめは:前年度の実効税率のみであ 

る。この観点からすれば（この行贴肢説を咨認でき% と仮 

矩すれば）ラグつき実効税來は確かにラグなしよりほ 

轺ましいといえよう。

(3) モデルの推定結果とその評価
........ .....」 . . .レ. . . .

两ドィッの法人税転嫁推定作業は4 種類に区，別され 

て行なわ'れた。とのセクシ3 ンではそのすべてにつL、 
て簡塔に紹介するに留めよ:う。 

a ) 推定作業 I : K -M モデルの原型 /

第 1 の推定作業は，先の四掃式(3)においてラグつき 

爽効税率Z V ,,を操作変数として採用するものである。 

その推泣ね染は丧1 にみるとおりである。

推定結果播号のライソ(1)によ匕と， 蜇相関係数は 

0. 9 8 0 8であり， 问帰式⑶の線型モデルが粗収益率の 

変励をよく説明して.いるとみなしている。また系列自 

己相関の検宠のためダj ビ:ン ‘ワトソソ比を剌矩的に 

(なぜなら檩本はI5筒に満たないため）箅记してみる.と 

% 5 6 を尕しぐかれ囱身は皮好とみなしてい'る。 そし 

て問題の法人税変数U の四埽係数は1 .0818で り ， 

その標舉誤差は0, 3 1 7 8であるから係数は有意と判记 

されてい芩。この冋® 係数はとりもなおさず転嫁度で’ 
あるから,，西ドイツでは108パーセントの法人税転嫁 

があらたと緒論される。さらにこの結論の信賴限界を 

•翻べ;てみると. . , たと■えば9 5バニセン.■ト水準で：法人税 .: 

転嫁度の上职は183. 3 パーセント， 下限は 33. 0 パ一 

セン:トであ: ^ それゆ£ , 従来のゼロ転嫁仮説は5 パ 

ニセントの有窓水準で棄却され，戦後の河ドィッの法 

人税 • 財處税は転嫁されたと結論される。 ‘

' 前述のよう匕，西ドィ.ッでは法人税6 みの統計数値 

はがえられていないため，ここでえちれた完全転嫁の 

癌結をそのままアメリ力のそれと比較することはでき 

.ない。..'け.れどもロ,.:ス力..シ，プによ，るとV 西 ..ドイ.ツ...では法 '
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丨ぐ-メ、ツ如ん轳作级は{勒幻ぬぬ次オ济《ひぶ：>ノぐ
m

i

海外における法人税転嫁の突証分析

人税は法人に課税される法人税•財産税総額のほぼ 

50パーセントを占めているのであるから，アメリ力に 

おいセK -M が炱出した完全転嫁の帰結はここでは間； 

接的に京持されたとみをしでよいであろう《> .

b ) 推定作業n  ; 粗税特別措置素含む転嫁度

推定作業I では現実の法人税.財産税納税額が利用 

された。ところが納税額自体は税率のみならず課税德 

準にも依存するがら，粗収益率も法定税率の変化によ 

っX も,課辦擇準を增減背しやるごとき税法の変化C&丨！ 

速度減価偾却の新設等）によろても影響されるであろうc 

ロスカンブは戦後の西ドイツに:feいて祖税の減免税に 

つながる優遇措置が課税標準を縮小するに大きな役割 

を果した点を考慮し，回掃式⑶の転嫁尺度にその効果 

を反映せしめようとするのがこの推矩作槳n の狙り、で 

あるとしている。 •

かれは灰) り々べき3 つo ヶースに着目するi 第 1 は 

租税轉別措置を新辨しても粗収益傘が不変のヶ。スセ 

あ ん 第 2 は粗収益率が減少するヶース，第 3 は逆に 

増大するケマスである。 :■;

第 1 のヶ- スでは減税額のすべては1 0 0パ- セント 

転疼され，第 2 のヶ一スでは100パ一セソ 1、以下, そ L 

て第3 のケースでは100パーセント以上転嫁されるこ 

とになろう。縛 1 9 ヶ，スでのみ，回帰式⑶に巧ける転 

嫁尺度は真の転嫁度を表わすことになる。狃税特別措 

置により税負担以上に利益が固収され利潤が引上げら 

れるならば, 回帰式⑶の転嫁尺度は転嫁度を過大表示 

するとi になる。また租税特別措置が利潤をリ丨下げる/  

ならば, 転嫁尺度は転嫁庚を過小表示す：5 ことになる。

推定作寒I では経営者は租税特別措置をつうじてえ 

られた資金を租税転嫁に際して考慮していないと仮矩 

してI 、た。こめ仮定によるとそのような資金は利潤の.

」部とも資本の一部とも考えられてI 、ないことを意味 

する。ロスガンプはこれを極端な行動仮説とみなし， 

推定作業n におL、て他の極にある行動仮説を設ける。 

すなわち，租税特別措蹬によりえられる利益のすべて 

を利潤の一部でもあり資本の-:-*部でもあるという行動 

彼;3ぬである。この行励仮説をテストするために,かれ 

は资本形成促進のため重耍かつ典型的な祖税特別措蹬 

であるところの所得税法第7 c項と第 7d頊および投資 ' 

促逸法第3 6祺によりえら紅ぎ資金のすべてを利潤と 

資本に含めている。表 1 めライシ⑶および⑷はその推 

矩結來である。

それによると，租税特別措置による資金を含めたば 

あい転嫁庇はU 0 パーセントにまで引上げられる。.そ

のような資金を含めなL、ときは108パ一セントであっ 

たから，狃税特別措置により過剰転嫁がもたらされ祖 

収益率は引丨::げられたと結論されねばならない。そ:こ 

でかれは108パーセントという下阪と140パ ‘ -セ.ソト 

という上限を設ける。なぜならば，西ドイ:ッの経皙者 

は租税特別措做によりえられた資金について「稼得」 

所得であるという感覚ももって'いるようであるが，利 

潤ないし資本の一部とみなすかどうかは明らかではな 

い。他方ではかれらは税務当局を意識して，そのよう 

な資金の使途を明らかにしたがらないことも考慮せね 

ばならない。だが時の経過とともにそのような资金は 

资木の一部とみなされていた。以上のような想定の下 

で，口ろ力'ノブは臾際の転嫁度は108から 140パー七 

ソトの問のどこかに違し、ないと結論している。

c ) 推定作業m : 第 1 階差における転嫁度.

つぎの作業は各変数i すべて塯分でとっ'て推定を’令

办直すものである。そのM的はi これ咅での「他ク)事 

.情にし.て等しい」.とするかな..り.強い伖矩の吟味に向け.. 
られ，そのため㈣ 婦式⑶の各変数を第1 階差で表わし 

て転嫁度を推定しこれまでえられた転嫁度と比較せね 

ばならない。西ドイツ経済では法人税の衝搫に対する 

反作用の構造がアメリ1):とは興なっていると考えられ 

るから，また第1 階差をとればタイム• ラグが逭要i  

なるから，ここではK - M モデルの原型とは若干異な 

った推定亍続きをとつている《> 第 1 表のライン(5)では 

消费変数はがをとり操作変数も必 ^ w をとづて 

いるが，ライン⑶では消费変数はd !Ct であり推宠法‘ 

も最小日乘法である。その結见ライシ(5)では転嫁度は 

1 3 0パーセント，ライン(6)では 1 4 5パーセントを示し 

.セいる。いずれのケースも租税変数は-有意である。よ 

ってかれは推纪作業I とIIにおける「他の？jf情.にし七 

等しければ」という条件は崩されたとはいえなI 、し， 

それらの推定結果も妥玛であるとみなしている。

d ) 推定作業IV，：增減税の転嫁度

ロスカンゾも筆者と问じように西.ドイツの経常名•が 

枘減税に対処して果していかなる行泐を選択したがに 

興味を寄せている。 K -M がアメリ力の法人企業にづ 

いて増減税に対ぬする反芯行動に.関し非対枚他を見山 

しfc業績をかれは高く評価し，同様の推宠作業を試 

みている。ァメリ为では税率が引上げられたとき究 

全転嫁の証左があるが，引下げられたときは非嫁 

(un sh iftln g)の部:左'はないという帰姑の妥当性を西ド 

イツについて吟味しようとするものである。 丨

かれは河ドイツについて増税の年度と減税の年度を.‘
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海外における法人极転gの窣郜公拼
区別し，両卷に関する転嫁度を推定している。摧定結 

果は表1 のライにみるとおりである。増税年度に 

おける転嫁度は173パーセンKであるが，減税年度セ、 

は 123パ一セ 'くトとんv ^結果をえている6 それゆえか 

れ，は ，. .西ドイッに.おいてはアメリ.力と.は逆に.墙減税に 

際し転嫁と非転嫁が出じていると結論すベきであると 

している。ただしつぎの2 点に留意すベぎであるとい 

う。 . ' .  .

その第 1 点は，推矩結果が最小诌乗法でえられてい 

ることである。最小自乘法で推定すればそめ結果はセ) 

ねに操作変数法によるよりも高い転嫁度がえられてい 

る。 第 2 点は，K - M のばあいと同様ロス力ンプの推 

定値はタイム*ラダの効果を訃算に入れていない。そこ 

で非転嫁の発生はもっと分布ラダをともなった形をと 

ることも考えられる。そこでがれは, 先め転嫁•非転 

嫁の推定値が高度にすぎると確信しているが,:それで 

■も減税の際に非転嫁がながったとする見解は間齒外で 

ぁるとしてI 、る。 したがゥてかれは4 ァメ 1；力め法人 

税転嫁とはこの点で異なるものがあるんしてt 、る。す 

.なわち，増税の転嫁度が減税今非転嫁度よりも蒿いと 

いう亊突は，アメリカ.におけるほど強くないf c t j でも 

類似のラチ i ット効果を东政しているが,高度の非較 

嫁こそは西ドイツにおける<もり強度の企業間競命に誘 

因するものであるとしてい: ^

⑷ インド法人税の特質とK - M モデル

K - M モデルが開発され， それがァメリ力に適用 

(1%3年）されると， ロス.ヵソプが同じく刑ドイッに適 

用 （1如5年）したが， つ い で ロ ー マ ス （Gurchanm & 

Laumas) が同モデルをインドに適用した。かれの分析 

......t l的は，....來.しそK - M モデルが绝展途上国のデータfc..

適用可能であるか杏んをテス.トする，ことに.あった'とい. 
.えよう。 -

かれによると，データはインド準備銀行報缶窗(Re. 

serve Bank of India B ulletin)と国K 所得推If十(Estimates 
of National Indome)に求め，前者についてはインド法 

人企業の資本，利潤，売上，在靡，納税額に関する资 

料がとられ，後考からは国民所得，政府支出，諸税等 

に関する資料が^;られているd 対象期間は1950年か 

ら 1962年までである， •

転嫁分析の対象法人企窠はインドに登録された払込 

，資本金5 0 万ルピー以上の「公開有限会$ 」 （Pub]ic 

Limited Companies)である。会社は主として製造業， 

鉱業，農園，商事部門}C亙っている。ただし，銀行,’保 

除，投資会社，個人有限会社 (private limited companies)* 
.保証有眼会社, . 非収益.邱体，. •国法人は除かれ' い.る 

そこで対象会社総数は7 5 0から 1333に亙っているぐ

注 様 の f いは1レお自身样みている '  キデルA では臾効税率が適圯されてぉり，.類税軸体が法藤私の変化も 
■ されたW 庇は両老の結合転嫁，すなわち「解 転 嫁 』と 「細啤転嫁」が姆された転

極 順 ! f しめる帽であるため， K ~ M は麵纖と資金接近法という树 

獅 ご だ ! ^ ^ ， ？ は$ の 剛 ’ にあると■ した。ァメリ力についてみるとそめ転 
= は123ハ- セ，トと146パ- セントの間に存在することになる。その類は23.パ— セントであるが，西ドイッでは

で ^ ^ 瞧 :奮注目すべきでぁ- なぉ- — ニ ^

1 参] ^ ^ ? 結1̂ いては1̂ むしろ遍の見解を抱いている。かれの姑論に対す微判については本稿の般終節

( C 0 m p a n i e s >  ^  く織されよう。「公诎会社とは，次に掲げる驳件を勉1

または政府によってその肋0 •以 上 が 難 さ れ  

m y  m  ^ < » かっ，次の条件に酸当していること• ①会社の

^  ^ ま た は 大 染 に よ っ て 削 丨 に 取 得

る し ，鎌 の 嫩 た は 会 社 _ 式の50%  _ る株式が5 人以上の株主にょゥて支配または所

\ m x m ^  — “ 華 — :）とは次のご!: く織できょう。「大衆が_ に. 
：f; ^  会社（a. company In which the public are — tantially. 福 )，すなわち问鮮扦齡eル

= r r ti0t 以外の会社とは，娜 輪 雛 に 織 す る 個 入 鈕 (pHvat6 company)(株:主50人fci下础式の摘 
波寒のほか，株式または織の公微細されている会社〕をいう」。小 忪 侧 ⑶ pp 508^ ぉ

 50 (4 0 2 )----- -

例えば， 1950印 か ら 舰 5 年にいたる会社数は750， 
1細 年 か ら 1% 0印;では総数1 0 0 1 ,196 0年から 1962 

牟では総数は13泊であった。 また転嫁分析の対象会 

社における払込み資本金総額は，対象梁種における公 

開有限会社の払込み資本金総額のほぽ2 /3 に達Uてい 

、る。主要産業の大部分で.払込み資本金餌からみた範 

囲は7 0 パーセントを超えている。

. この糙の時系列分析に大抵つきまとう資料調整問題 

として，ここでも各锺の統訐値の同質化〖こ触れセいる。 

インドのばあい，政府会れ年度は4 只 1 日に始まi) 3 
月 3i Hに終るけれど，法人企業統計は7 '月日から 

始まり6 月 30 日に終っている。 そこでかれは法人企 

業統計を納税デ“ タにあわせるよう調盤を'試みたよう 

でぁる。

つぎにローマスが採州したK - M モデルの種類左推 

定手続きが問われねばならない。

‘ まず採用されたK - M モデルの猶妞はロスガンプと 

同様であるから，ことでぞめ詳細ヒ立ち入る必要はな 

い。ただし念のためその回帰式を苒述しよう。

Yffi^ao haiJCrl ^Vf-i + a s + a*Gt -H(hIh -K 
la 号もまた同じであるから説明を名！格できる。同様に 

;しで企業の転嫁行勋パタ一ソおよび転嫁尺度について 

も, Kr M =  ロスカンプと同一の線上に位跹するとみ 

なして造支えない。 -

推定手続きについてもロス力ンプと全く同』と考え 

ることができる, t f i 1 に推矩決は操作変数法を生とし,• 
参考のため煅小自’乘法も併せ採川したこと, 绾 2 に操 

作変数として实効税率ムを使用したこと，そして第 

3 にロスカンプにならいラグつき操作変数る—,(前年 

度の利卿こ対する法人税納挺f (の比率）をとb 入れたとと 

を指摘すれば圮りるであろう。

海外における法人税転嫁の史証分析

ワイレ/。，八 ivi しよ 'J n  y  卜？K A 恍

の転嫁分析を試みた袵定結來4 木が表2 K まとあられ 

ている。推宠姑果の解釈に当ろては，できるだけロー 

マスの兑解を忠臾に紹介するよう努S てみ i う4 

表 2 の fノイン1 は先のK -M 间撤式匕操作変数ムを 

用いて推宠した結免を表わしてい,る。風相_ 係数R は 

0 .8 9 5 5である。租税変数L ,の间帰係数は1.0713で 

あり，冬の標徜誤恙は0. S012 である。务丨D丨埽係数の 

うち有窓仲の点で消赀変数瓜 は最も見劣りするので, 
以後の推宠作業では消去されることとな，つだ6 !

(5) インドにおける推定結果
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海外における法人税転嫁の実証分析

同表のライン2 では，JC t を消去したため他の変_ にある。かれは上述の推定値がすべて点推矩であるe  
すぺてにっいて有怠性が高まっセいることがわかる6 とに留意し，その標维誤塞から信頼限界を箅出十るD 

それゆえライン2 の推定値はライV I め拖定値よりも丨t c とえばライン丨2)では， 標準誤差が0. 4074で D 丨1丨肐 

望'ましいとされ.ている。 租 税 変 数 ムの回帰係数ほ； であるがら，ン％ パーセント信頼限界で転嫁度は 

1，1353であり，標準誤差は0. 4074でぁる。こ れ を 転 : 1 8 から封0 パ- -セントの間をとることになる。ライン 

嫁度に読みとると，インドでは法人税の転嫁は113. 5 丨⑶fcっいては• 標準誤差が0. 3721で H由度が同じぐ 

パーセントであったことを乐しそいる 。 R の値 は も る か ら ， 9 5 パ “ セントの信頼限;^では転嫁度: 

0.91|30であり，租税変数 L ,は 5 パーセ'ノト水 準 で 有 は 的から沈 5 パーセントの値をとることになる。 そ 

意である。そこでゼロ転嫁仮叫は5 パ一セント有 意 水 こ で か れ は ，ゼロ転嫁仮説は明白に棄却され，法人税. 

咿で棄人ilされることになる。ぬ を除いたK -M 回帰は転嫁されていると結論する。

式に具体化されている線型モデルは，ロ；マメ丨こより ■

粗収益率の変動を満足に説明しているとみなさH る。 ： (6) ' 推定結果の評価

そこでかれは，木來観測値数が1 5以下ではダーピ 'ノ. . ‘ '

vワト.ソン検定による系列!̂ IB相関のテ.ス ト は 利用 できはじ めに 述べた よ ,うに，ローマスがインドにK - 

ないのであるが/ ダービン• ヮKゾン比をみずから算名デルを適用する際や問題意識は，‘ アメ.リ力とは興:な 

出し表2 に掲げている。 卜った発展途上国型め経済構造をもっインドにどの程度.

同表のライン3 では， K-MIP1描式の各変数をラグまセキデルが適用可能他を有するかを検討するところ 

つき操作変数％ - iを用いて推定した結果が示さK て に あ づ ム 。，そこでイソドに関する推定結果の解釈に当1 

いる。 R の値は0.的14.である。粗租税変数L tの回帰ってもその問題意雞をちって贯ぬかれることになる。. 

係数は1.7657セその標準誤差は0.3721 である。こ れ その乎ががりは,回帰式中の変数のうち，，1 っは法人. 

をライン⑵の推矩結接と比較してみると， V w を除税を除いた租税変数であるJ]で尨り，いま1 っは政 

いてすベての変数の有意性は高められている。租税変府支出変数 'セち冬G , である。

数 L rはいまや1 パーセント水準で、有意である。 し か 表 2 にお'いて山ゆいザれ .もプラスの符号をとるが，、 

.し転嫁度も高まり177パーセントになっている。 それは法人税以外の每税が増税されることが法人企業:

最後のライン⑷に示されている推定値は最小自乗法の収益性にとって有，利に影響することを意味しよう。. 

によるも0 である。祖税変数の固帰係数によると転嫁 ‘ それでは J * がプラスの符号をとった；理出をどのよ 

度は I5 8パーセントであるが， その標準誤差は低ぐうに解釈ずるのか。 :かれによると，1950年から 1962. 
0. 311*7となっている。 したがって推定値は高度に有奪：年までのイシドの租辑麗造では問蟑税が6 8 ないしク7 

であるといいうるが，租税変数が独立ではないとパーセントを占めてい j S がれの転嫁分析の対緣期叫 

いう周知の関係から，この_ 定値にあまり多くの信頼は 1950年から 1962年であるが, 1951年には第1 次 

を厝くことはできない。けれどもこれまでの推定値と 5 ヶ年計画が発足している6 1950年以前ではインド- 
の比較と いう 点では非常に滿足しうる結果といえよう。 経済の大部分はまだ貨锻経済が侵透していなかったが,.

ロ一マスが試みた推宠作槳ゆ抖上で尽きている。問 第 1 次 5 ヶ年計画以後は計画の影響をうけ貨幣経済萍- 

題はそこからかれが板嫁虎をいかに推論し確定するか門が次第に披大された。工業化が進むとともに, , 新：k '

注( 1 0 ) 1邠1，62年度におけるインドの杻税収入総額（闽税，地方税〉の描成比は次のごとくであった•
離 税 1. 法人所得税 8. .5 %

2. そめ他の所得税 10.4%
3. 地租 4.8%

間接税 4. 関税 11.7 允
- 数料等 5. 消 舰 29.6%

6. 印紙税 2.4%
7. その他の租税 21.8%
S‘ 手数料 11.6%

G. S- haumas. 〔5〕p‘ 468.参照*

の所得が創出され新しい欲求が誘発され消赀者需要もダンにしたがい,社会間接資本の供給は圾間部門が最 

シフトが生じ，同時に課税対象の拡大が生じた。間接も効率的に行動しうる好環境か生みだすととろの外部 

稗の税率も引上げられたが，これまで課税されなかo  v 経済を創出する点を高く評価す丨!I。また例えばラオの 

た数種の品自いても新たに課税され今こととなっ主張を肯军卜，インドの上うな後進国においては公 

た。これらの諸驶闪が組み近なって問接税収入が増大共投資は风間投資と鏡frすることはありえないとす(1|L  

するにいたった。間接税率の引上げと対象品目拡大のすなわち，民問部門は主として消费財座業にょらて構 

目的は税収の増加にあったことはいうまでもないが， 成される。そこでノk産物市磁に関する限り，公共部^  
いま1 つ^ )因的ほ公私の投资支丨丨湖大にょるラぞイマン• と民間部門との問の競六はあり’えないであろう。 しか 

ド. プ ル • インフレ—^  3 ンを阻止することにあった》 し p .s .  p 一ブスが指摘するょうに，後進国において 

しかしイ；/ フレ阻止の0 的は達成できたとはI 、え な か は 望 ま し V、下部描造 (infrastructure)を創出するそのプ 

った。間接税が引上げられたにも拘わらず消铐交出はロセスにおいて，公共部門は生産耍素市場において競 

削減されなかっもかりに間接税が有効需驳を削減し合を生みだす傾昀があこれは生淹要素の供ねの弹 

.なかったとすれば，主として大規模消赀財度柴から成力性が低いがために短期においては極めてありうるこ 

る法人部門の収益率はマイナスの影響を蒙らなかったととみなしている。特に熟練労働者.管理耍則資金 

i  ロ一マ’ は判断する。_むしろ先に蝕れた諸要因にょ調達，おょびある種の玉-製原材料についてそのょうに. 
り収益率哓好ま. L い影響をうけているとする。:ょってみなされている。インド政财は5 ヶ年訂画にょり巨額 

かれは山変数はブラスの符号をもつと判寧，しt いる。， の支出を余儀なくされ，またインドでは最大の企業者 

いま 1 問題点は政府支出変数G, め符号条件でとしてめ政府ほ生產襄素市場において尻間部門ょりも 

ある。来 2 にょるとG tの四帰係敎はいずれも，マイナ決定的に宥利を立場にもった。そこでかれは，.短期に 

スであり，これは政府支出が僧加したとき法人企業のおいては巨額の政府支出は企業の利潤おょび収益率に 

収益率はマイ::ナスの影響を_ む.ることを意味している。 .マイナスの効果を:も'o .ことがあり.うる，と結論してい.る。 

、 K -M 杜アメリカ製造業につい彳転嫁度推定を行な ’

った際, G /がマイナスの符号をとる点について,⑴  ( 7 ) 日 ‘ 来、西ドイツ•インド

それが経济Pii論に照らし合わせて不奔合で；̂る，⑵ Gぐ ； . の 転 錄 定 と そ の 比 較  

のt検矩値がら今て有意性が低い, ⑶ Gt とL ,の間に共 i v

線性がみいだされる，多いう観点からGしを除外し推このセクションでは， ロスカップとローマスの分析 

宠作業を推進してV、ったP これに対しロ一マスはGt から導出される結論を整迪しそれに批判を加えるとと 

がマイナろの符号をとるヶ一スをむしろ積極的に擁護；もに，日 • 来 • 西ドイッ、インドにおける法人税転嫁 

しょうとする。かれの論旨はつぎのごとく兮ある。 > 度の比較表を掲け*, :K “ M モデル推索にかかわる一般

インドやょうな経済発展のプロセスにおいて混合経的結論に代えることとしょう。

済休制をとる国では，社会問接資本の供給^ 政府め主. . ロス力ンプの結論の第1 は転嫁推矩の理論的侧而に 

要寅務控舉えられている。かれはロゼンスタイン . 只 • 係、わるものである。かれはまず西ドイッの法人税‘財

'海外における法人税転嫁の奕証分析

> . .. ... . • « •

注( 1 1 ) M. Krzyzaniak & R.A. Musgrave〔4〕p. 4 3 扣よびp. 4 7参照。K-Mはとくにプメリカの.ケースについて次のよ

うに述べている。瓜変数を除くどき，今デルの他の辦数すべての有意性,とく K1Uのそれが柄す, これはG ,とi,,が共 

線的':e あることを示唆する: けだし租税係数は^ 効果により誇張されているが，これを分離することはできない」。さらに 

Uもわれわれの高度の転嫁という’姑染が隠さ;Kた 効 ;s iによづて説明さるべきであるならば，G ,についての，览の,， 

係数はゾラスであるべきである。その係数推宛値はマイナスであるけれど, ，とれはさほど妨げにならない6 係数が有意で 

ないのみな$ ずI マイナスの値はL ,との高成の相関によるものであろうし, 両教を含めたことが拙矩肌を別方丨句fcりI上 

げたp であろう」。ibid., p. 4 7参照。 . .
(12) RosensteinfRodan, "Problems of Industrialisation of Eastern and South ..Edstern. Europe,” Econ. J., LIII, 

Junc-Sopt 1943.
<13) y ，K.R.V. Rao, “Private Enterprizo and the Second Five Year Plan,f, Commerce, Annual Number, 195Q.
\14) • ^rcm S. Laumas, ^Schumpeter^ Theory of Economic Development and Underdeveloped Countries/' Q.J.E., 

N6v. ! 1962, pp. 653-659., :
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货クン秘̂^̂ ^四ム免ルAふぐ''ぶハ1 か

海外における法人税転嫁の実証分析
庠税は転嫁されたと結論する。そして垧税に対し法人 

企業はその市場力をもって税負担を短期に転嫁するが, 

減税に対しては非転嫁が生じ法人企業以外の諸集団が 

減税の刹益に与かるとする。 したがって法人税の性格 

は価格引上げをもたらす売上税に等しく，西ドイ’ッの 

経济学啬逹が久しく主張していた転嫁説を確証するも 

のであるとみなす。

ロスカンプの推定作業の特徴の1 つは，ローマスと 

同様に説明変数中p  Gt を含めている点にある。表 3 
のライソ⑶においてもG*変数の有意桂は高度である。 

そこでかれは， もし两ドイツの経翁者がライン⑶の描 

定式に仮定されたように行動すると十れば，政府支出 

は粗利潤を_ 大せしめたと想矩しうるとし，その想定 

ゆ西ドイツの経済学岩の論点—— 増大する法人税収入 

の政府支出化，それによる総需喪の増加，そして転嫁 . 
条件の発生i，一 :iと相通ず.る.も，のであ.る.,とする.d :.なぜな.. 

らば，_推宠値から推論して綠府支出が法人税により調. 
违されるばあい，企業は税転嫁のゆえに利、澗は影響を 

.うけず，むしろ政がJ支出効果のゆえに利满増加を享受 

しうるからである6 

結論の第2 は政策的側面に係わっている。その 1 は， 

K - M も措摘したごとく， 資本より生ずる所得にはニ 

重課税は存在せず調整もそれゆえ必要としないことで 

ある。そめ 3 は, . こ/ t も K -M が述べたように，法人 

税に代えて一般売上税ないし付加価値税を導入しても 

粗_ 造がより逆進的となるとは考えられず，むしろ 

税资担船分をより明確にしうる利点がある。そしてそ 

の3 として， ロ X カンプの観点の特興性がここにみ^、 

だされるが， ヨ ーロッパ共同市場租税調韃言丨画におい 

て法人税は売上税と同様に扱；b るべきだと主張する。•• 
すなわち，かりに他のEEC.諸国において同様の企業 

課税転嫁が生じてい名ならば，市場のメ力ニズムを歪

めることの最も少ない方策は「仕向国j 原 則 （“Desth 
nation” principle) 'を適用するC t であつて r原泉国j 
原則（“Origin” principle)ではないと結論しているa 

これに対しインドの推計結果をめぐるローマスの結 

論は簡潔である。かれは結論に当ってカレヶソとソぞ 

一の聲告を引用し. 転嫁分折の方法論として安易にa .  

ソピューターによりかかる危険性をまず指摘す(る そ . 
れは西ドイツとインドのデ一タがK - M モデル検定の 

目的に沿うとは皞らないにも拘わらず，テストに利用 

された反省も含められている。けれども西ドイッもイ 

ンドも高度に有意の結果がiえられたことから，かれは 

K - M モデルが不完全競争の特徴をもつ市場機構にお 

ける法人税転嫁分析にとって適切な接近法であるどの 

確信を強めたとしている*

かれらの拖定作窣および結論に関しては若干の焉義 

をは.さむ余地が残されている。ここでは批判点を3 つ 

にしぼり， i ,つは両者に共通する問題点*他はそれぞ 

れに内在する問題点に分けて指摘しておきたい。

両者に共通する問題点としては，.法人税転嫁分析に. 
関する問題意識の稀薄性を挙げることができる。 もち 

ろん両者ともに紙数の制約もありモデルの適用とその 

燔結のみに隅宠せざるをえなかったと思われるが，法 

人税転嫁’の時系列分析の発端が戦前から戦後にかけて 

の急激な税率上昇とその負担の婦着をめぐるものセあ 

っただけに，それなりの配慮が随所に必要ときれるは 

ずである。たんなるモデルの適用に限定したとしても， 

k - M が提示したB モデル丨自己資本职益率，.利淵分 ' 

配率，あるI 、は座業別.規模別の転嫁度推定等がなぜ 

かれらにより適用されなかったかについてなんらかめ 

コメ.'ノトがなければならない。 ,

K -M がアメリ力に‘ついてモデルを適用した際，ス 

タンダード推定結梁として言及されるのは表3 におけ .

•>主(1 5 ) .西ドイツにおいて法人税転嫁をめぐる論.守丨は， Carl Fohl, "Kritik der progressiven Einkommensbesteuerung/' 
FinanzarcMv, N：K, 13and14,1953において法人税の完全転嫁が主張されて以来, ニ述の批判，反批判が展開された， 

その詳細についてはノ，木村元一f2〕pp. 471-94,およびG. Schmolders〔9〕•第 23節を参照，

(16) Neumark Report, Europaischo Wirtachaftegemelnschaft, Kommission, “Beiricht des Steuer-und FinftnzAiisschusse,M 
•1962,  p. 59 0 m . 仕向闺原則によると，国際間分栗を改善するための閧税と輪H)奨励金廃止が留ま,しいとすれば，国掠

• において調盤描挺をとらねばならない，内国消践税は輸出梁者に還付され，輸入梁者には逆に課税されるから，国内市場 

では外国座商貼と国内産商肋とは等しい税額を歲拉することになる。とれに対し法人税や営業税のごときいわゆるi/(接税 

は生淹国のI 、わば立地条件として扱われ，泡波pg原則により®境での詾魅措E は認められてv、なv、• この点につv、ては 

*■ティンバーゲン委負会報钱讲4 .として知られる次のリボートが参-者’となる。 EuropKlsche Gemelnschaft tiir K6hlo und 
Stahl, Bericht iibor did durch die Umeatzetouor aufgoworfendh Probleme auf dom Gomelnsam6n Markt, Luxombu^g1 
1 953 , . .  , ,

(17) John Karfeken & Robert M, Solow, "La如 In Monetary PoHcyi,?, StaMlimtion Policies, A Series of Research 
Studies for .the.Commiesioルon Money:ahd Ci*ed丨t ,'1963. _p,. 40 参照*'.,.
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海外における法人税転嫁の実証分析

るヲイシ(5)のようJ'こ攸前• 戦後をつ1うずる転嫁度推定 

であった。 そこでぱ観測期間は15年度に亙りダービ 

ン * ヮトソ'ノ比による系列自己相関の検矩も可能であ 

った。これに対し西ドイツとイソドは共にその検矩は 

疯接的には不可能であつた。けれどもより逋瘐な問題 

点は，雎にサンプル数としての観测期問の不足ばかり 

でなく，戦後の期間において西ドイツとインドめ法人 

税率がどのような変遷を示したかにづいて，そしてま 

た税单变遷と法人企業収益率の時系列分析につV、てな 

んらのコメ 'ノトも；!}意されていない点である。長期的 

に税私は上昇を示したのか下降を示したのか，それに 

対応して収益率は上歼したのか' ド降したのか， 嫁分 

析の設評にとって不可欠の寧備作業を必要とするしま 

..•たそれに触れておかねばならない6 ロス力..ン_プにはそ. 

め酉6虑が窺われるが，ローマスには全く欠如している 

とみるほかだい。' •  •

'批判の第2 点はロス力ソプの增減税.をめぐる転嫁度 

推宛の解釈に対するものである。かれは減税に対1応す 

る非転嫁は西ドイツの123パーセントに対しアメリカ 

，は7パ一セソKに過ぎず. その格尧を説明す.る耍囟どし 

て西ドィツ経済における弥成の競命の苻在を挙げてい 

る。けれども減税に対応してマイナス2/L,の符号がプ 

ラフ、て％ るならば，減税が大規模であるほど収益率は 

一層高まることを意味するから，減税の利益は企業ヒ 

切ま b 他の集団に及ぶとは考えられない。すなわち，か 

れの儉釈とは逆に，西ドイツの減税の非転嫁度が123パ 

一セントでありアメリカのそれけ、7 パ一セントに過ぎ 

ないという推走値は，減税に際して西ドイッの法人企 

業の収益率はァメリカよりも遙かに高度に引上げられ， 

またそれだけ増減税に関する非1»J■逆 性 （地税に対し価格 

づ丨上げによる収益中の改韩と転嫁，減税に対しても価格5丨上 

けなV、しりI下げの’抑制によ各収益車の改韓と非転嫁)が強め 

られ，西ドイッ経済の競平度はァメリカよりも強度で 

はなく逆に著しく劣るとすら.推測される証左となるも 

、のである。 . ,

批判の第3 点はローマスの山変数プラス，Gt 変数 

々イナスの解釈に向けられる。表 3 のライン(6)にみる 

ように， 変数はプラスであり有.意とみなされる*か 

れはその解釈と.して間接税率の引上げが消致需翦の削 

減に成功せず，ディマンド • プル.インフレは企業収 

益率に有利に作用したとみなした，果して間接税率の

' 引上げが通説のごとくデフレ的に作用するか，あるい 

はビ一ゴツク• ウA リブムソンの主張するようにイン 

フレ的に作用するかは議論の分かれるところであり一  

層の検討を必要としよう。けれどもローマスが通説に 

反し間接税率引上げのインフレ効泶を説く論拠は，ピ 

一 t?ダク•ウィリアムソソのように明示的モデルから 

導由されたも■のでは’な;いr かれらが先進国型モデルと 

し'trの:ディ.マ.'ノ：ド. • :プ ル 一 ロスト. • プッ .シュ混合别モ. 

デルか6 間接稗のイソフレ効果を論証したように， p 

一マざにとら't:発肢途上国型モデルの下で考察すべき 

別個の課題を構成していると考えるべきであろ.う。
政府支出変数a の符号がマイナスをとる点に関し 

ても同じく別個の検討方向をとるべきことが考えられ 

る。政府需要とりわけ社会資本建設の増大がどの程度 

まで也崖要素市場，とぐに労働市場においてR 問需贾 

との競合を赛起したかについては，たとえば説明変数 

中に民間企業支出変数ないしその代理変数を導入する 

こ.とも試みら名べきであろ.う。 ローマスのばあい民問' 

消费変数に欠けてi 、るだけに*説明変数中に支出変数 

と‘しては政府支出変数a のみが企業収益率の変動を 

説明する結果に終っている。それゆえ，かれの主張が 

容認されるためには， 1 つは K -M の指摘したような 

Gt と L/ の間の多簠共線勘の非存在といった推計学的 

侧而と，いま 1 つはふの増大が伞業収益率を需要面 

から弓丨J;.けるよりも要素供給面で9 1下げる効果の方が 

大であるという主張を奇合的に説明するための释済理 

論的側而につし、て—層め検討を必要どしよう’。 .
表 3 は日 • 米 • •西ドイツ • ィンドに関する転嫁度推. 

定のスタンダ一ド• ケ一スをまとめたものである。こ 

れによると各国の経済構造のfe違にも拘わらず, K- M 
モデルによる法人税の転嫁度は例外なくいずれも100 

パ一セントを上回わることが確認セきる。

' • 、.七--、-.. • , ... . ■
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